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○ 無 線 局 （ 基 幹 放 送 局 を 除 く 。 ） の 開 設 の 根 本 的 基 準 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ）      （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

（ 用 語 の 意 義 ） （ 用 語 の 意 義 ） 

第 二 条 こ の 規 則 中 の 次 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 本 条 に 示 す と お り と

す る 。 

第 二 条 （ 同 上 ） 

一 ・ 一 の 二 （ 略 ） 一 ・ 一 の 二 （ 略 ） 

二 「 電 気 通 信 業 務 用 無 線 局 」 と は 、 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九

年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 二 条 第 六 号 の 電 気 通 信 業 務 並 び に 同 法 第 百

六 十 四 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 電 気 通 信 事 業 を 行 う こ と を 目

的 と し て 開 設 す る 無 線 局 （ 地 上 一 般 放 送 局 を 除 く 。 対 地 静 止 衛 星

（ 地 球 の 赤 道 面 上 に 円 軌 道 を 有 し 、 か つ 、 地 球 の 自 転 軸 を 軸 と し

て 地 球 の 自 転 と 同 一 の 方 向 及 び 周 期 で 回 転 す る 人 工 衛 星 を い う 。

） に 開 設 す る も の に あ つ て は 、 本 邦 外 の 場 所 相 互 間 の 通 信 を 媒 介

す る 業 務 を 行 う こ と を 目 的 の 一 部 と す る も の を 含 む 。 ） を い う 。  

二 「 電 気 通 信 業 務 用 無 線 局 」 と は 、 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九

年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 二 条 第 六 号 の 電 気 通 信 業 務 並 び に 同 法 第 百

六 十 四 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 電 気 通 信 事 業 を 行 う こ と を 目

的 と し て 開 設 す る 無 線 局 （ 対 地 静 止 衛 星 （ 地 球 の 赤 道 面 上 に 円 軌

道 を 有 し 、 か つ 、 地 球 の 自 転 軸 を 軸 と し て 地 球 の 自 転 と 同 一 の 方

向 及 び 周 期 で 回 転 す る 人 工 衛 星 を い う 。 ） に 開 設 す る も の に あ つ

て は 、 本 邦 外 の 場 所 相 互 間 の 通 信 を 媒 介 す る 業 務 を 行 う こ と を 目

的 の 一 部 と す る も の を 含 む 。 ） を い う 。  

  

（ 地 上 一 般 放 送 局 ）  

第 六 条 の 四 自 己 の 地 上 一 般 放 送 の 業 務 に 用 い る 地 上 一 般 放 送 局 は 、

次 の 各 号 の 条 件 を 満 た す も の で な け れ ば な ら な い 。 

 

一 そ の 局 は 、 免 許 人 以 外 の 者 の 使 用 に 供 す る も の で な い こ と 。  

二  そ の 局 を 開 設 す る 目 的 、 通 信 の 相 手 方 の 選 定 及 び 通 信 事 項 が 法

令 に 違 反 せ ず 、 か つ 、 公 共 の 福 祉 を 害 し な い も の で あ る こ と 。 

 

三  そ の 局 を 運 用 す る こ と が そ の 局 を 使 用 す る 事 業 又 は 業 務 の 遂 行

の た め に 必 要 で あ つ て 、 か つ 、 そ れ に よ り 公 共 の 福 祉 を 増 進 す る

こ と が で き る こ と 。 
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四  通 信 の 相 手 方 及 び 通 信 事 項 は 、 そ の 局 を 使 用 す る 事 業 又 は 業 務

の 遂 行 上 必 要 な も の で あ る こ と 。 

 
五  そ の 局 を 開 設 す る こ と が 既 設 の 無 線 局 等 の 運 用 又 は 電 波 の 監 視

に 支 障 を 与 え な い こ と 。  

 

六  そ の 局 を 開 設 す る 目 的 を 達 成 す る た め に は 、 そ の 局 を 開 設 す る

こ と が 他 の 各 種 の 電 気 通 信 手 段 を 使 用 す る 場 合 に 比 較 し て 能 率 的

か つ 経 済 的 で あ る こ と 。 

 

  

第 六 条 の 五 地 上 一 般 放 送 局 で あ つ て 、 そ の 局 の 免 許 人 以 外 の 者 が 行

う 地 上 一 般 放 送 の 業 務 の 用 に 供 す る も の に つ い て は 、 前 条 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の 条 件 を 満 た す も の で な け れ ば な ら な い 。 

 

一  前 条 第 二 号 か ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 条 件 を 満 た す も の で あ る こ

と 。 

 

二  そ の 局 を 開 設 す る こ と に よ つ て 提 供 し よ う と す る 電 気 通 信 役 務

が 、 利 用 者 の 需 要 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

 

三 そ の 局 の 免 許 を 受 け よ う と す る 者 は 、 そ の 局 の 運 用 に よ る 電 気

通 信 事 業 の 実 施 に つ い て 適 切 な 計 画 を 有 し 、 か つ 、 当 該 計 画 を 確

実 に 実 施 す る に 足 り る 能 力 を 有 す る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 エ

リ ア 放 送 （ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第

十 号 ） 第 百 四 十 二 条 第 二 号 に 規 定 す る エ リ ア 放 送 を い う 。 ） を 行

う も の を 除 く 。 

 

  

附 則  

こ の 省 令 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 二 日 か ら 施 行 す る 。  

  
 


